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第第１１２２章章  高高齢齢者者のの雇雇用用のの安安定定  

１１  高高齢齢者者のの雇雇用用のの安安定定 

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を

維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できる

よう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）」が定められています。 

高齢者の安定した雇用の確保促進のため、事業主は、次のような措置

を講じることとされています。 

 

（（１１））６６５５歳歳ままででのの雇雇用用確確保保（（義義務務））  

（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法８８条条～～１１００条条））  

労働者の定年制を定める場合、定年年齢は６０歳を下回ってはなりま

せん。また、６５歳までの安定した雇用の確保を図るため、６５歳未満の

定年の定めをしている事業主は、次のいずれかの措置（高齢者雇用確

保措置）を講じなければなりません。措置義務に関する勧告に従わな

い場合、企業名が公表されます。 

なお、この措置は会社の制度を設けるよう求めるものであって、雇用

を義務づけるものではありません。 

ア ６５歳までの定年の引上げ 

イ ６５歳までの継続雇用制度の導入（原則、希望者全員が対象） 

ウ 定年制の廃止 
 

（（２２））７７００歳歳ままででのの就就業業機機会会のの確確保保（（努努力力義義務務））  

（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法１１００条条のの２２））  

６５歳から７０歳までの就業機会を確保するため、定年を６５歳以上７０

歳未満に定めている事業主及び継続雇用制度（７０歳以上まで引き続

き雇用する制度を除く）を導入している事業主は、「高年齢者就業確保

措置」として、以下のいずれかの措置を講じるよう努めなければなりませ

ん。 

ア ７０歳までの定年引上げ 

イ 定年制の廃止 

ウ ７０歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入 
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（特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む） 

エ ７０歳まで継続的に業務委託契約等を締結する制度の導入   

オ ７０歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入  

① 事業主が自ら実施する社会貢献事業 

② 事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献

事業 

※ ウ、エ、オの対象者基準について 

対象者を限定する基準を設けることが可能。ただしその場合は、事業主と

過半数労働組合等との間で充分に協議した上で、過半数労働組合等の同

意を得ることが望ましい。 

 

（（３３））高高齢齢者者等等のの再再就就職職のの支支援援等等  

（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法１１５５条条～～１１７７条条））  

アア  再再就就職職援援助助措措置置（（努努力力義義務務））  

事業主は、対象者 A 又は B が再就職を希望するときは、 

・ 求職活動に対する経済的援助 

・ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、再就職のあっせん 

・ 再就職に資する教育訓練等の実施・受講のあっせん 

など、再就職援助措置を講じるよう努めることとされています。 

イイ  多多数数離離職職届届（（義義務務））  

事業主は、次の対象者 A 又は B に該当する高年齢者が同一

の事業所において１か月に５人以上離職する場合は、離職者数

や当該高年齢者等に関する情報を、離職予定日の１か月前ま

でにハローワークに届けなければなりません。 

ウウ  求求職職活活動動支支援援書書（（義義務務））  

事業主は次の対象者 A が希望するときは、速やかに「求職活 

動支援書」（その職務の経歴等の再就職に資する事項を記載し

た書類）を作成し、本人に交付しなければなりません。 

 

 

 

 

※過半数
労働組合
等の同意
が必要 
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【対象者】 

A：解雇その他の事業主の都合による離職者で４５歳以上 

７０歳未満の者、又は、継続雇用制度の対象者基準に 

該当しないことによる離職者のうち６０歳以上６５歳未満 

で離職する者 

B：継続雇用制度の対象者基準に該当しないことによる離職 

者等のうち６５歳以上７０歳未満で離職する者 

 

（（４４））募募集集、、採採用用ににつついいててのの理理由由のの提提示示等等  

（（高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定法法２２００条条））  

事業主は、労働者の募集、採用時にやむを得ない理由で６５歳未満 

の年齢制限を定める場合は、求職者に対してその理由を示さなければ

なりません。 

 

（（５５））そそのの他他（（雇雇用用保保険険にに関関ししてて））  

   次の項目については、第８章労働保険・社会保険をご覧ください。 

① （６０歳～６５歳）高年齢雇用継続給付 

② （６５歳以上）高年齢被保険者への高年齢求職者給付金 

③ （６５歳以上）雇用保険マルチジョブホルダー制度 

★★問い合わせ先★★ 

管轄の労働局・公共職業安定所（ハローワーク） 

又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

  

なお、中高年の皆さんの『働くこと』を応援するため、福岡県では次の支

援機関等でご相談に応じています。 

  福福岡岡県県中中高高年年就就職職支支援援セセンンタターー    

おおむね４０歳から６４歳までの方を対象に、個別就職相談、職業相

談・職業紹介、資格取得講座、就職支援セミナー、企業面接会等をワ

ンストップで行っています。 
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  福福岡岡県県生生涯涯現現役役チチャャレレンンジジセセンンタターー    

高齢者の方が多様な活躍の機会を得られるように、活躍の場の拡大

や、個別相談・各種セミナー等による就業や社会参加の支援に取り組

んでいます。 

 

    （（公公益益社社団団法法人人））福福岡岡県県高高齢齢者者能能力力活活用用セセンンタターー    

    おおむね６０歳以上の高齢者の方に派遣及び職業紹介による就業

機会の提供をしています。 

  

  シシルルババーー人人材材セセンンタターー    

  原則、市町村単位で設置。６０歳以上の健康で就業意欲のある高齢

者の方を対象に、地域の日常生活に密着した仕事（請負、派遣等）を

提供しています。（年会費あり） 
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